
印西地区消防組合公告第１３号

マット型空気ジャッキ更新整備の事後審査型制限付一般競争入札の実施について

地方自治法第２３４条第１項の規定により、事後審査型制限付一般競争入札を次のとおり

実施する。

  平成２９年７月３１日

印西地区消防組合管理者 伊 澤 史 夫

１ 事業名称

 （１） 業 務 名  マット型空気ジャッキ更新整備

 （２） 納入場所  千葉県印西市大塚一丁目４番地１

           印西地区消防組合印西西消防署

 （３） 納入期限  平成３０年１月３１日  

 （４） 事業概要  

①目 的  印西西消防署水槽車積載のマット型空気ジャッキの更新整備

②規模等  空気ジャッキ４０トン用、２４トン用各１枚

③仕 様  別途仕様書のとおり

 （５） 入札方法  事後審査型制限付一般競争入札 

２ 入札参加者の資格要件

   本事業の入札参加を希望する場合の資格要件は、次のとおりである。

 （１） この事業の公告日現在において、印西地区消防組合を構成する市（印西市及び白

井市 以下「関係市」という。）の平成２８、２９年度競争入札参加業者資格者名簿

（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者のうち、物品部門の「消防・保

安用品（災害救助機器）」の登録業者で、関係市の建設工事請負業者等指名停止措置

要領に基づく指名停止措置を、本公告の日から本業務の入札日までの間、受けてい

ない者でなければならない。

 （２） 本件の納入物品について、保守、点検、修理、物品の提供等のアフターサービス

を納入先の求めに応じて速やかに提供できる体制を有していること。

（３） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者のほか、手形交換所による

取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、当該工事の入札日前６か月以内

に手形、小切手を不渡りした者及び会社更生法の適用申請した者で同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者、又は民事再生法の適用申請した者

で同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者及び印西地区消防

組合建設工事等暴力団対策措置要綱の別表に規定する措置要件に該当する者は参加



することができないものとする。

３ 入札参加の届出

   本事業の入札参加を希望する者は、事後審査型制限付一般競争入札参加届出書を持参

により提出するものとする。

 （１） 様 式 印西地区消防組合ホームページ→入札情報からダウンロード

         ＵＲＬ http://fire-inzaichiku.eco.coocan.jp/ 

 （２） 期 間 平成２９年７月３１日（月）から平成２９年８月１０日（木）

         （土曜日、日曜日、祝日を除く）

 （３） 時 間 午前９時から午後５時まで

 （４） 場 所 印西地区消防組合消防本部総務課

４ 設計図書等の配布又は縦覧又は貸出

   印西地区消防組合入札約款及び本業務に係る契約書案、設計図面及び仕様書（以下「設

計図書等」という。）の縦覧は次のとおり行う。

 （１）縦覧期間 平成２９年７月３１日（月）から平成２９年８月１０日（木）

         （土曜日、日曜日、祝日を除く）

 （２）縦覧時間 午前９時から午後５時まで

 （３）縦覧場所 印西地区消防組合消防本部総務課（入札約款及び本業務に係る契約書案）

         印西地区消防組合消防本部総務課（設計図書等）

５ 質問及び回答

   設計図書等に関して質問等がある場合は、事業担当（総務課）に電話連絡のうえ、使

用印の押印された質問書により、次のとおりファクシミリ又は電子メールにて提出する

こと。

 （１）期 間 平成２９年７月３１日（月）から平成２９年８月１０日（木）

 （２）提出先 印西地区消防組合消防本部総務課

 （３）回 答 平成２９年８月２３日（水）までにファクシミリ又は電子メールにて通知

する。

６ 入札の執行

 （１）入札書に記載する金額

     落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０８分の１００に相当する金額をもって入札金額とすること。

 （２）落札候補者の決定



地方自治法施行令第１６７条の１０第１項に規定する場合を除き、印西市契約事務規

則第１１条第１項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

入札（有効な入札に限る）した者から順に落札候補者とし、資格確認後、落札者として

決定する。なお、最低の価格をもって入札した者が資格要件を満たしていない場合は、

予定価格の制限の範囲内で応札した次順位者から確認書類の提出を求め、順次審査を行

い、最初に入札参加資格を満たしている者を落札者とする。

７ 入札（開札）の日時及び場所

（１）入札日時  平成２９年８月２５日（金）１１時３０分から

（２）入札場所  印西地区消防組合消防本部セミナー室

（３）入札方法  印西地区消防組合入札約款のとおり

（４）入札回数  ２回までとする。

（５）開札日時及び場所（１）及び（２）のとおりとする。

８ 入札参加資格等確認書及び確認資料等の提出

   開札後、落札候補者となった者は、別に配布する事後審査型制限付一般競争入札参加

資格確認書提出要領に基づき、落札候補者として決定した日から起算して５日以内に入

札参加資格等確認書及び確認資料等を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けな

ければならない。

９ 内訳書の提出

   事後審査により落札者となった者は、落札金額の内訳を内訳書に記載し契約の前まで

に提出すること。

10 契約の締結について

   落札候補者は、落札決定の日から７日以内（休日を除く。）に当該契約（議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）の規定

により議決を要する契約に係る仮契約を含む。以下同じ。）を締結しなければならない。

また、期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。

11 その他

（１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。

（２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

    ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求める

ことがある。

（３）提出された資格確認資料は、返却しない。なお、公表し、又は無断で使用すること

はしない。

（４）納期は、事業により変更することがある。



（５）入札参加者は、入札約款及び配布書類を熟読し、入札に参加すること。

12 問い合わせ先

   印西地区消防組合消防本部

    入札担当 総務課  電 話 ０４７６－４６－９９４２

    事業担当 警防課  電 話 ０４７６－４６－９９６２

              ＦＡＸ ０４７６－４６－９９１４

              Ｅ-mail fire-inzaichiku@nifty.com 



マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ  

平成２９年度 

印 西 地 区 消 防 組 合 



１ 目 的 

この仕様書は、印西地区消防組合（以下「消防組合」という。）が平成２

９年度に購入するマット型空気ジャッキ（以下「空気ジャッキ」という。）

について必要な事項を定める。 

２ 品名及び数量 

  空気ジャッキ４０トン用、２４トン用 各１枚 

３ 規格 

  vetter マイティバッグ KV40、KV24 

４  仕 様  

空気ジャッキの主素材はゴムで、内面補強材として１cm 当たり約７本のア

ラミドワイヤーを２段に組み込んだ構造。BV ホースと接続が可能であること。 

５  概 要  

 空気ジャッキは、全般にわたって検査が施され、この仕様書の全てを満

たすものでなければならない。  

 仕様の細部は、すべて消防組合の承認又は指示を受けること。  

 本仕様書の定めるとおり、納入期限日までに消防組合の指定する場所へ

納入すること。  

６ 補償期間 

  補償期間は、検収後１年間又はメーカーが公表した期間のいずれかのうち、

長い期間とする。 

７ 納入場所 

  千葉県印西市大塚１－４－１ 印西地区消防組合印西西消防署 

８ その他  

当組合が保有する耐用年数を経過したエアージャッキについて、納入した

空気ジャッキと同数を廃棄すること。（別途協議） 



年度 平 成 ２ ９ 年 度

金 円

番号 品 名 数量 単位

１
vetterマイティバッグ
KV40

1 本 円 円

２
vetterマイティバッグ
KV24

1 本 円 円

以下余白

小 計 円

消 費 税 相 当 額 円

合 計 円

単 価 金 額

納 入 先 印西地区消防組合印西西消防署

物

品

概

要

 仕様書のとおり

設 計 金 額

設　　　　　計　　　　　書

印西地区消防組合消防本部

事 業 名 マット型空気ジャッキ更新整備

納 入 期 限 平成３０年１月３１日（水）



物品類売買契約書 

１． 事 業 の 名 称  マット型空気ジャッキ更新整備

２． 納 入 場 所  千葉県印西市大塚一丁目４番地１

             印西地区消防組合印西西消防署

３． 納 入 期 間  平成３０年１月３１日

４． 契 約 金 額  金          円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金       円） 

５． 契 約 保 証 金

 上記の物品類売買契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に

基づいて、別添の条項によって物品類売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成  年  月  日  

住 所  千葉県印西市牧の原二丁目３番      

発 注 者        印西地区消防組合                

氏 名  管理者   伊 澤  史 夫 □印

住 所                       

受 注 者                            

氏 名                 ○印



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする物品類売買

契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、この契約の目的である物品を契約書記載の納入期限内に、納入するものとし、

発注者はその契約代金を支払うものとする。 

３ 受注者は、物品を納入する場合において、設計図書にその品質が明示されていないときは、

中等以上の品質のものを納入しなければならない。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

６ この約款及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書等に特別

の定めがある場合を除き、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４

８号）の定めるところによるものとする。 

７ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

８ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意に

よる専属的管轄裁判所とする。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下

「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、

既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内

容を書面に記録するものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担

保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この

限りでない。 

（秘密の保持等） 

第４条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は、当契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又

は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

（担当職員） 

第５条 発注者は、担当職員を置いたときは、その氏名等を受注者に通知しなければならない。

担当職員を変更したときも、同様とする。 

２ 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされ

る事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ

ろにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) 発注者の意図する納品を完了させるための受注者に対する指示。 

(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾、

又は回答。 

(3) この契約の履行に関する受注者との協議。 

(4) この契約の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行

状況の調査。 

３ 発注者は、２名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞ

れの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委

任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定による担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな



らない。 

５ この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行う

ものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものと

みなす。 

６ 発注者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、発注者に帰属

する。 

（納品書等の提出等） 

第６条 受注者は物品を納品するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提

出しなければならない。 

２ 受注者は、物品を納品するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しな

ければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入

することができる。 

３ 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検収に不合格となったものを除いて持ち

出すことはできない。 

（納入期限の延長等） 

第７条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、

発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。 

２ 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することがで

きないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。 

（契約内容の変更等） 

第８条 発注者は必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品

の納入を一時中止させることができる。この場合において契約金額又は納入期限を変更する

必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 

（天災その他不可抗力による契約内容の変更） 

第９条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済事勢の

激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者

又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。 

（検収） 

第10条 発注者は第６条第１項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日

から起算して１０日以内に発注者又は発注者が検収を行う者として定めた職員（以下「検査

職員」という。）の職員をして検収を行うものとする。 

２ 前項の検収を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、破壊

もしくは分解又は試験により検収を行うことが出来る。 

３ 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第１項の検収に立ちあわなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、第１項の検収に立ち会わなかったときは、検収の結果について異義を申し立て

ることができない。 

５ 発注者は、必要があるときは、第１項の検収のほか、納入が完了するまでにおいて、品質

等の確認検収を行うことができる。この場合、第２項から第４項までの規定を準用する。 

６ 第１項及び前項の検収に直接必要な費用並びに検収のため、変質、変形、消耗又はき損し

た物品にかかわる損失は、すべて受注者の負担とする。 

７ 受注者は、第１項の検収に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検収を受けなけれ

ばならない。この場合において、修補の完了を物品類納入の完了とみなして第２項から第６

項までの規定を準用する。 

（契約代金の支払い） 

第11条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検収に合格したとき又は第１３条第２

項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検収に合格したとき

は、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、設計図書等において納



入が完了し、かつ発注者の検収に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは

この限りではない。 

３ 発注者は、前２項の請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に、契約代金を

支払わなければならない。 

４ 発注者が、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者は発注者に対して支払い

遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算した金額を

遅延利息として請求することができる。 

（引換え又は手直し） 

第12条 受注者は、納入した物品の全部または一部が第１０条第１項の検収に合格しないとき

は、速やかに引換え又は手直しを行い、設計図書等に適合した物品を納入しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定

されたときは、その期間内に設計図書等に適合した物品を納入しなければならない。 

３ 受注者は、前２項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所

において発注者に納入するとともに、第６条第１項に定める納品書を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算し

て１０日以内に検収を行うものとする。 

５ 第１０条第２項から第４項まで及び第６項の規定は、前項の検収について準用する。 

（減価採用） 

第13条 発注者は第１０条第１項又は前条第４項の検収に合格しなかった物品等について、そ

のかしの程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して

採用することがある。 

２ 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものと

する。 

（所有権の移転、引渡し及び危険負担） 

第14条 物品の所有権は、検収に合格したとき、又は前条第２項の協議が成立したときに、受

注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されるものとする。 

２ 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負

担とする。 

（かし担保） 

第15条 受注者は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他のかしがあるときは、

別に定める場合を除き、所有権移転の日から１年間、その補修、引換え、補足又はこれに変

えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、発注者の指示又は発注者の重

大な過失により生じたものであるときは、この限りでない。 

（延滞違約金） 

第16条 受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合

において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者

から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。 

２ 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約の

締結日における印西市契約事務規則（平成１８年規則第１９号）第２９条第１項に規定する

違約金の率で計算した額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第１０条第１項又は第１２条第４項の検

収に合格したときは、第１項の遅延損害金の額は、契約金額から当該検収に合格したものの

契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 

４ 第１２条第２項の規定により引き換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引

換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品

に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。 



５ 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検収に要した日数を算入しない。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１７条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第

１８条の規定にかかわらずこの契約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項

の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２第１項の

規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 

(2) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 受注者が協同組合及び共同企業体（以下「協同組合等」という。）である場合における前

項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用す

る。 

３ 前条第２項及び第３項の規定は、第１項各号の規定による解除の場合に準用する。 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第17条の２ 受注者は、前条第１項各号のいずれかに相当するときは、発注者がこの契約を解

除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を発注者が

指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。

ただし、前条第１項第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第

３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示

第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償

金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができ

る。 

３ 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているとき

は、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（発注者の解除権） 

第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

(1) 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにならない

と発注者が認めるとき。 

(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をし

たとき。 

(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の担当職員又は検査

職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 

(4) 受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当すると判明したとき。 

(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。 

(6) 第２２条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。 

(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的

に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）である

と認められるとき。 

ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加



える目的をもって、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下この号において同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ホ 役員等がこの契約に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、

継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認め

られるとき。 

ヘ 財産の買入れの契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ

に従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。 

３ 受注者は、契約保証金の納付がなく、第１項の規定により契約が解除されたときは、契約

金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。この場合

において、分割納入し発注者の検収に合格した物品があるときは、契約金額から分割納入し

た物品の契約金額相当額を控除した金額の１０分の１に相当する額を違約金とする。 

（業務妨害又は不当要求に対する措置） 

第19条 受注者は、この契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 

 暴力団等（暴力団対策法第２条に規定するものをいう。）から工事妨害又は不当要求を受

けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警

察署に届け出ること。 

（遵守義務違反） 

第20条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、印西市建設工事請負業者等指名停止措置

要綱（平成２７年告示第６９号）の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の

再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 

第21条 発注者は、この契約が完了するまでの間は、第１８条第１項及び第２項の規定による

ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（受注者の解除権） 

第22条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 第８条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させまたは一時中止させようとす

る場合において、その中止期間が３月以上に及ぶとき又は契約期間の３分の２以上に及ぶ

とき。 

(2) 第８条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約

金額の２分の１以下に減少することとなるとき。 

（解除に伴う措置） 

第23条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検収の上、当該検収に合

格した部分および部分払いの対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該引渡し

を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を受注者に支払わなけ

ればならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受

注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊もしくは分解又は試験により検収することがで

きる。 

２ 前項の場合において検収又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に



返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅

失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてそ

の損害を賠償しなければならない。 

（相殺） 

第24条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有

する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 

（個人情報の保護） 

第25条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（データの保護） 

第26条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記

「行政情報取扱特記事項」及び「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。 

（法令遵守） 

第27条 受注者は、この契約の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 

（契約外の事項） 

第28条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して

定める。 












